
捻挫・打撲・挫傷・筋肉や関節の痛み・ムチウチ・肩こり・腰痛・背骨の歪み

〒258-0112 山北町岸2063-3
TEL.0465-20-9505

【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】
《受付時間》午前8：30～12：30 ／午後3：30～7：30
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日曜午後・月曜日休診／予約不要（予約優先あり）
詳しくは公式ホームページでご確認ください

山北町　伊藤整骨院　公式

伊藤整骨院

工事期間 12月１日（水）～令和４年８月31日（水）
※日曜日は原則休工日となりますが、詳細は現場
　の工事お知らせ看板でお知らせします。

問 合 せ　山北町水上住宅建設共同企業体　
　　　　　代表者　株式会社丸山工務所平塚支店
　　　　　（☎0463－32－3517）
　　　　　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

山北町ふるさと交流センターからの
お知らせ

　山北町ふるさと交流センターの開館時間は、冬
季期間中（12月１日（水）から令和４年２月28日
（月）まで）、９：00から16：00までとなります。

問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）
　　　　ふるさと交流センター（山北町観光協会）
　　　　（☎75－2717）

❶

令和３年１１月１６日発行 第７４５号
編集発行 山北町役場企画政策課
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページhttps://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

町営水上住宅の建設工事のお知らせ
12月１日（水）から、老朽化により建て替えを計

画していた町営水上住宅の建設工事が始まります。
　工事期間中、近隣にお住まいの方にはご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

12月18日（土）にマイナンバーカード
受取りの休日窓口を開設します
　町では、次のとおりマイナンバーカード交付の窓口
業務を行います。町から通知が届いていて、平日は
通学・通勤などでまだマイナンバーカードの受取りが
出来ていない方は、ぜひこの機会をご利用ください。

日　　時 12月18日（土）９：00～12：00
※事前予約制です。前日17：15までに町民税務課
　へご連絡ください。
場　　所　役場本庁舎１階　町民税務課窓口
※当日は役場本庁舎裏口からお入りください。
業務内容　マイナンバーカード交付手続き
※当日はカードの交付手続きのみとなり、マイナ
　ンバーカードの申請補助は実施しませんのでご
　注意ください。
持 ち 物　①町からのハガキ又は通知
　　　　　②通知カード（お持ちの方のみ）
　　　　　③住民基本台帳カード又はマイナンバー

カード（お持ちの方のみ）
　　　　　④本人確認書類（運転免許証、パスポー

ト、在留カードなどのうち１点。若し
くは健康保険証、後期高齢者医療証、
介護保険証、年金手帳、年金証書な
どのうち２点）

※申請者が15歳未満若しくは成年被後見人である
場合は、法定代理人の同行及び法定代理人に関
する書類も必要となります。

※マイナンバーカード受取りには、原則、本人の来
　庁が必要です。
問 合 せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

　本号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。
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❷

家　　　賃
60,000円～75,000円
56,000円～70,000円
63,000円～78,000円
55,000円～68,000円

No.
１
２
３
４

部屋番号
1 0 1号室
50 6号室
60 1号室
60 5号室

間取り（平米数）
3LDK（80.22㎡）
3LDK（72.23㎡）
3LDK（80.22㎡）
2LDK（65.27㎡）

子育て世帯向け住宅サンライズやまきたの入居者を募集します
～山北駅から徒歩１分の好立地！～

　町では、子育て世帯向け住宅サンライズやまきたの入居者を募集しています。築年数も浅く、駅から近
い物件で、入居者からは広々とした間取りで子育てがしやすいなどと好評をいただいています。
　町ホームページでは、部屋の中を360°カメラで撮影した様子を掲載しています。また、希望者には内覧
も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

募 集 住 宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
募集部屋・家賃

※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
※詳細は、定住対策課へお問い合わせください。
※部屋の間取りや360°カメラで撮影した部屋の様子は、右上の画像からアクセスできます。
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）
主な入居資格　・入居者と同居親族の令和２年の月所得額が158,000円以上487,000円以下の方
　　　　　　　（所得の範囲に入らない場合はご相談ください）
　　　　　　・町内、町外を問いません
　　　　　　・同居親族を有する方
　　　　　　・18歳未満の子どもがいる世帯、新婚や婚約中の若年世帯など
※月所得額とは、年間所得金額から定められている額を控除し、12か月で割った額です。
申込み期間　入居者決定まで随時募集中【先着順】
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　定住対策課で配布している入居申込書に必要事項を記入し、提出してください
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消となります。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

新潟県村上市（旧山北町）の塩引き鮭を販売します
町では、新型コロナウイルス感染防止のため中止となった第22回山北町産業まつりで販売を予定してい
た、新潟県村上市（旧山北町）の塩引き鮭を数量限定で販売します。なお、事前予約制とし、予約数に
よっては抽選とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

金　　　額 １本 ……………………………… 4,000円
　　　　　　３枚下ろし（半身２枚、骨付） …… 4,500円（ともに冷蔵、漁獲時３㎏サイズ）
申込み期限 11月26日（金）（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　農林課に電話で連絡のうえ、氏名、住所、連絡先及び購入数をお伝えください
※抽選を実施した場合、結果についてはお申込みいただいた方全員にご連絡します。
購 入 日 時 12月21日（火）13：00～17：00
※購入日が限られていますのでご注意ください。
購 入 場 所　役場正面玄関前
購 入 方 法　購入日時に役場正面玄関前で代金を
　　　　　　お支払い後、商品をお受け取りくだ
　　　　　　さい
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

さんぽくまち



有害獣追払い用煙火講習会を開催します
　町では、サルやシカ、イノシシの追払いに使用
する動物駆逐用煙火やロケット花火などの配布を
行っています。
　動物駆逐用煙火を使用するには講習会の受講が
必要となりますので、希望される方はお申込みく
ださい。

日　　　時 12月17日（金）13：30～
場　　　所　ひだまりの里（神縄438）
講　　　師　㈱ファイアート神奈川　和田　氏
費　　　用　無料
申込み期限 12月10日（金）
申込み方法 農林課窓口又は電話でお申込みください

問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

狭あい道路拡幅整備制度について
　町では、安全・安心で災害に強いまちを目指
し、建築する際に必要となる狭あい道路（幅員が4
メートル未満の町道）の拡幅整備に対して助成金
を交付しています。
　狭あい道路（町道）に接する土地をお持ちの方
は、建物を建築する際、事前に都市整備課へご連
絡ください。

【整備対象区域概略図】

※助成には各種条件があり、事前申請が必要です。
詳しくは都市整備課までお問い合わせください。

問合せ申込み 都市整備課管理計画班（☎75－3647）

❸

令和3年7月大雨災害義援金の御礼
　令和３年７月に発生した大雨災害の被災者に対
し、町民の皆さんからいただいた義援金は、総額
41,390円となりました。
　皆さんのあたたかいご協力に深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきます。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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おれんじ会
葉ボタン・パンジー販売のお知らせ
　おれんじ会では、地域の皆さんとの“農業を通じ
たふれあい”を大切に考え活動しています。
　今年度のおれんじマーケットは、新型コロナウ
イルス感染防止のため開催中止が決定しましたが、
次のとおりおれんじ会で育てた葉ボタン・パンジー
の販売を実施します。ぜひお越しください。

日にち 12月１日、８日、15日（全て水曜日）
時　間 10：00～12：00
場　所 JAかながわ西湘山北支店　駐車場
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、ご来
　場の際はマスクの着用などにご協力をお願いし
　ます。

問合せ　おれんじ会　代表　磯崎　加代子
　　　　（☎75－1445）

いそざき　 か　よ　こ

第2回空き家活用セミナーを開催します
～「これからの空き家活用」～

　空き家を有効に活用し、住み良い地域づくりを
進めるため、地域包括ケアシステムと連携した「こ
れからの空き家活用」の方策を学ぶセミナーを開
催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

日　　時 12月22日（水）14：00～16：00
　　　　　（受付13：30～）
場　　所　生涯学習センター　３階視聴覚ホール
内　　容　第１部　地域包括ケアシステムの現状と課題
　　　　　第２部　空き家対策等の現状と課題
　　　　　第３部　空き家の福祉的活用
定　　員 30名【先着順】
参 加 費　無料
申込み期限 12月21日（火）
※定員に達し次第締切りとなります。
申込み方法　参加申込書に必要事項を記入し、FAX
　　　　　又はメールにてお申込みください
※参加申込書はかながわ地域振興会
ホームページ（右の画像からアク
セスできます。）からダウンロー
ドできるほか、定住対策課でも配
布しています。

問合せ申込み　一般社団法人かながわ地域振興会
　　　　　（☎20－3876、FAX20－3847）
　　　　　（メールinfo@kanagawa-tiiki.jp）



令和4年度版町民カレンダーに
広告を掲載しませんか

　町民カレンダーには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。広告の掲載を
希望される場合は、申込書に原稿案を添えてお申
込みください。

掲載位置　各月面（６か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。
申込み期限　令和４年１月21日（金）
※申込書は企画政策課で配布しているほか、町
ホームページからもダウンロードできます。次
の順番でアクセスしてください。
　（町の紹介・取り組み▶広報・広聴▶有料広告）
問合せ申込み　企画政策課企画政策班（☎75－3651）

日々の食料などの購入にお困りの方へ
　町では、NPO法人報徳食品支援センターと協力
し、「仕事をやめた」、「収入が大幅に減少した」、
などの理由により、食料品や生理用品など生活必
需品の購入が困難になったご家庭を支援していま
す。年末年始に向けてお困りの方がいましたらご
相談ください。

支援する生活必需品
・白米、パン、冷凍食品、缶詰、レトルト食品、
　インスタント食品、調味料、粉ミルク、離乳食
　など、その世帯を構成する年代に必要な食料
・生理用品、乳幼児用紙おむつ、おしりふき、パ
　ッドなど

※食料については原則その場でお渡しします。
※事前申請は不要ですが、生活が困窮するに至っ
た経緯や抱えている問題などをお聞かせくださ
い。必要に応じて、今後の支援も併せて行いま
す。相談はプライバシーに配慮した場所でお伺
いし、秘密は守られますのでご安心ください。

問合せ受付先　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹は、
その木などが生えている土地の所有者により伐採
などの管理をお願いしています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障になるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。

・道路や歩道へ樹木が張り出し、通行の支障となっ
ている又はその恐れがある場合
・倒木や折れた枝の落下などにより、通行の支障と
　なっている又はその恐れがある場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

❹

屋外広告物について
～表示・設置の手続きをお願いします～
　良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外
広告物の表示・設置に関しては、神奈川県屋外広
告物条例に基づき町へ申請し、許可を受ける必要
があります。屋外広告物の表示をしている方・表
示を予定している方は、許可手続きの必要がある
か確認し、該当する場合には申請をお願いします。

屋外広告物とは
　次の要件を全て満たすもの
　・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
　・屋外に表示されるもの
　・公衆に表示されるもの
　・看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広
告板、建物その他の工作物に掲出・表示され
たもの並びにこれらに類するもの（広告物を
掲出する物件を含みます）

※許可は一部を除き３年更新（自動更新ではあり
ません）で、手続きの際に手数料の納付が必要
となります。

※神奈川県屋外広告物条例については、神奈川県
のホームページ（「かながわの屋外広告物」で
検索してください）をご覧ください。

※地域により基準が異なり、手続きが不要な場合も
ありますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

規　　格
5.0cm × 9.0cm
2.5cm × 9.0cm
2.5cm × 5.0cm

掲載料
36,000円
20,000円
12,000円



入札結果10月中
落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）事　業　名担当課

令和３年度　沢見沢林道改良工事 有限会社 野木建設 10,390,600円

3,315,400円

18,480,000円

34,903,000円

10,010,000円

3,300,000円

17,413,000円

34,100,000円

農 林 課

山北町森林組合

令和３年度　山北町立生涯学習セン
ター空調機器更新工事生涯学習課

令和３年度　山北中学校プール解体
工事

加藤電気

学校教育課

令和３年度　水源環境保全・再生市
町村補助金事業　私有林整備工事

株式会社 荻野工業

農 林 課

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。

問合せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

法テラスオンライン無料弁護士相談
　町では、法テラス小田原支部と提携して、役場
で弁護士に相談できるサービスを行っています。

月　日 12月２日（木）、令和４年３月４日（金）
時　間　各日とも13：15～15：05
※相談時間は１人30分程度、１日３枠までです。
場　所　役場４階会議室
対象者 町内に在住・在勤で、収入・資産が一定基
　　　　準以下の方
※詳細は、法テラス小田原支部にお問い合わせく
　ださい。
申込み方法 事前予約制です。開催日の1週間前までに
　　　　お申込みください
相談方法　パソコンモニターを通してのオンライン方式
問合せ申込み　法テラス小田原支部（☎0570－078311）

≪人権行政相談≫
12月4日(土)から10日(金)は人権週間です
日　　時 12月６日（月）10：00～15：00
場　　所　役場３階　301会議室
※受付は多目的室（301会議室隣）です。
相談内容 プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・
　　　　　養育放棄・いじめなど）の問題や、行政
　　　　　に対する苦情や要望など
※行政に対するお困りごとは、電話でも受付して
　います。「行政苦情110番」へご連絡ください。
連 絡 先　総務省行政苦情110番
　　　　　（☎0570－090110）
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❺

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

※ただし、65～69歳の方は、60～64歳の時に献血
をしたことのある方に限ります。
※新型コロナウイルスワクチンを接種した方は、
接種後48時間以上経過した方に限ります。
※献血カードをお持ちの方はご持参ください。ま
た、初めて献血される方は、免許証などの身分
証明書をご用意ください。
※過去に受けた手術や治療の内容によっては献血
をご遠慮いただくことがあります。ご不明な点
はお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、マス
クの着用、消毒液での手指の消毒をお願いしま
す。また、入口にて体温測定を実施します。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

性　別
男　性
女　性

体　重

50kg以上

年　齢
17～69歳
18～69歳

献血ができる方

月　日

12月２日（木）

場　所

役場西側駐車場

受付時間
10：00～12：00
13：30～16：00



「子育て支援センター」から
主に未就学児のお子さんがいる子育て世代を対象
に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受けた
り、親子で交流できるフリースペースを提供して
います。

●あかちゃんひろば
月　時 12月８日（水）13：00～15：00
対　象　満１歳未満のお子様と保護者
　　　　（兄弟・姉妹も参加できます）
※町内在住の方のみとなります。
※予約不要・無料です。

問合せ　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター２階）（☎75－0818）
※詳細はホームページに掲載しています。「山北
町子育て支援センター」で検索してください。

❻

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

12月14日（火）
午後（時間は個別に通知します）
健康福祉センター１階　多目的室１
平成30年９月～11月生まれの幼児
母子健康手帳、３歳児健診検査セッ
ト（視力・聴力検査用紙、尿検査）、
問診票、子育てアンケート

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班（☎７５－０８２２）

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

12月４日（土）
10：00～12：00（受付９：45～）
健康福祉センター１階　多目的室１
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・妊娠中の過ごし方［講話］
・母乳育児について［講話］
・お産の進み方［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具
予約制です。12月２日（木）までに
保険健康課健康づくり班へお申込み
ください。
※託児を希望する方は、11月26日
（金）までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時 11月30日（火）14：00～16：00

場　所　役場４階　404会議室
※相談は「相談支援センターりあん」の職員がお
　受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　　日
受付時間

場　　所

12月２日（木）
９：30～10：30
役場４階　403会議室
※受付は１階福祉課です。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間

場　　所

12月７日（火）
９：30～10：30
役場３階　301会議室
※受付は１階福祉課です。

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

12月10日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
・乳幼児の計測（身長・体重）
・健康相談、栄養相談
・助産師による乳房ケア（予約制）
※乳房ケアは原則先着４名ですが、
初めて受ける方・産後６か月以内
の方を優先します。申込み開始は
12月１日（水）からです。
母子健康手帳、バスタオル、乳房ケ
アのある方はフェイスタオル２枚

乳幼児ニコニコ相談
健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が

相談をお受けします。

※令和２年度は対象年齢を０歳児と１歳児以降と
に分けて月２回開催していましたが、令和３年
度は対象年齢を分けず、月１回の開催としてい
ます。


